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１ 目 的

教職員の資質向上を目的とした教職員の研修のための助成です。校内研修のための講師の謝礼等の助成、

県費旅費では賄うのが困難である教職員の校外研修の旅費等に助成します。

２ 募集対象校

  福島県内の市町村立小中学校、県立中学校、義務教育学校

「教職員研修助成」に応募した場合には「児童生徒対象の教育文化助成」には応募できません。どちら

か１つになります。教育実践助成を予定している学校以外の全校が応募できます。ただし、統合校支援、

へき地校支援を受ける学校は応募できません。

３ 助成金額 一校あたり「３万円から５万円程度」とします。

４ 教職員研修助成金の使途について

  新型ウィルス感染状況もふまえ、下記の項目での使途をお願いします。

（①～③の項目から２つ以上を選択することもできます。）

① 県費旅費では賄うのが困難である教職員の校外研修の旅費等のための助成です。自己研鑽等も

含む幅広い内容の研修を対象とします。学校行事に伴う事前研修、下見の旅費などに充当するこ

ともできます。（オンラインでの研修も可）

② 教職員の現職教育等を対象にした校内研修会の講師等の謝礼や旅費に対する助成です。（オン

ラインでの研修も可）

③ 教職員用の研修のための図書購入、研修用ＤＶＤ、ソフトウェアの購入

（教育機器等の備品購入には充当できません。）

※ 助成金交付後であっても、新型コロナウィルス感染状況等によりどうしても計画した事業が実施

できない場合には上記の３つの項目内で変更することができます。変更願等の提出は求めません

が、報告書に変更理由などを記述して提出してください。なお、「児童生徒対象の教育文化助成」

に変更することはできません。

（変更例） 〇 ３つのそれぞれの項目内の内容の変更（期日、出張先、講師等）

〇 他の項目への変更（①から②へ、②から③へ等）

５ 申請書受付期間、助成金交付予定
申請書受付期間    ４月１９日（火）～５月１２日（木）締切
助 成 金 交 付   ６月 ～ ９月予定

６ 助成対象校数

対象校を２００校程度とします。

７ 申請方法   

別紙「申請書」に必要事項を記入し、ジブラルタ生命学校担当者を通して期日までに弘済会事務局に

提出してください。

８ 事業説明会の開催等

助成金は申請書をもとに「選考委員会の審査」を経て、（公財）日教弘福島支部長の承認のもとに、直

接該当校において交付します。助成金交付校においては、職員室等で原則として全教職員参加による交

付式・弘済会事業説明会を開催するものとします。なお、事業終了後、交付式などにお届けする報告書

および感想文等の提出をお願いします。

９ 問い合わせ先

  福島市上浜町１０―３８ （公財）日本教育公務員弘済会福島支部

TEL ０２４（５２２）６５２２


